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ポイ
ント

長寿社会へと移行する県内の情勢を踏まえ、県、教育庁及び県警が連携し、「高齢者安全・安心いちょう

作戦」のネーミングのもと、高齢者が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に向けた総合的な対策を推

進しています。

１　高齢者宅訪問により、交通事故や犯罪等の被害防止活動を推進する。

２　「秋田県地域安全ネットワーク」を活用し、高齢者が地域の中で生きがいを

　　もって暮らせるよう地域共同体と連携した支援活動を推進する。

交通死亡事故防止

【重点目標】

●反射材の活用キャンペーン

●早めのライト点灯の促進�

�

・県民の交通安全意識の高揚�

・早めのライト点灯の促進�

・安全速度励行の促進�

・情報発信・広報

犯罪被害防止

【重点目標】

●一人暮らしの高齢者宅訪問活動

●防犯教室の開催�

�

・一人暮らし高齢者宅訪問活動�

・防犯教室の開催�

・防犯意識の高揚・啓発�

・情報発信・広報

自殺予防

【重点目標】

●広報・啓発

●相談体制の充実　�

�

・広報・啓発　�

・相談体制の充実�

・モデル事業の推進

●日時　12月14日（水）・15日（木） 19：00～21：00�

●場所　北秋田市中央公民館　研修室

●内容　和紙の色合いを生かして、絵に見えるように

　　　　折込みます。色紙に貼り一枚の絵のように完

　　　　成させます。両日参加できる方が対象です。�

●定員　15人　費用は２回で2,500円くらい�

●持参　紙切り用ハサミ・ＨＢ鉛筆・20㎝位の定規

　　　　木工用ボンド（ある人のみ）

●募集期間　11月21日（月）～12月９日（金）

　　　　　　但し、定員になり次第締切ります�

◎申し込み・お問い合わせ�

　　　北秋田市中央公民館　　　　　　　６２－１１３０

�

　北秋田地方の地域活性化を図るため、安全・安心・

水の安定供給・おいしい水の確保・恵まれた自然・観

光資源の拠点として、21世紀に向けた社会資本整備と

街づくりの提言をして頂き、地域に開かれた川づくり

に反映させるためフォーラムを開催します。

●日時　11月17日（木）　13：00～16：30�

●場所　北秋田市文化会館

●内容　パネルディスカッション、やすらぎコンサート

◎お問い合わせ　　　　　　

　　　森吉山ダム工事事務所　　　　　　７２－５４３５

●職務内容

　国体・障害者スポーツ大会局に勤務し、国体に関す

る一般事務に従事。但し、他の知事部局の課及び地方

機関等に勤務し一般事務に従事する場合もある。�

●受付　11月22日（火）まで　採用予定人員　10人

●第一次試験　平成18年１月14日（土）�

●受験資格　昭和63年４月１日までに生まれた者�

●任期　平成18年４月１日～平成20年３月31日まで�

◎申し込み・お問い合わせ　

　　　秋田県人事委員会事務局採用試験テレホンサービス

　� � � 　　　　０１８－８６０－２３１１

　　　　　　　

　一般の高校と同様、各教科ごと専任の先生による授

業（高校の普通科と同様）を行い、教育３年終了時に

は高校の卒業資格を取得できます。

●応募資格　平成18年４月１日現在、15歳以上17歳

未　　　　　　満の男子（来年３月中学校卒業予定者含

む）●受付　平成18年１月10日（火）まで

●試験日　平成18年１月14日（土）　�

●試験会場　北秋田市中央公民館

●身分・給与　特別職国家公務員　初任給　152, 300円

◎申し込み・お問い合わせ　

　　　自衛隊大館出張所　 　　 　０１８６－４２－１３９８
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●期間　12月１日（木）～７日（水）　24時間

●フリーダイヤル　　　　　　０１２０－７３８－５５６

�

　このイベントは、「地域のきらめき発掘事業」の

「地域づくりイベント等実施支援」に応募し、助成を

受けた事業です。�

●日程　12月３日（土）・４日（日）（会場イベント４日のみ）�

●場所　米内沢スキー場駐車場及びスキーハウス

●内容　一番大切な人に伝えたい思いを・・・クリスマス

　　　　イブにお届けします。また、ハーブ入りリース

　　　　やキャンドル作り、パッチワークのタペストリ

　　　　ー作りなど多くの催物を準備しています。�

●その他　４日はイベント開催時間にあわせて、米内沢

　　　　　駅よりシャトルバスを運行�

◎お問い合わせ　実行委員会事務局　　　７２－４９４４

　

●日時　11月26日（土）・27日（日）�

　　　　26日は13：00～　27日は10：40～�

●場所　北秋田市中央公民館

●内容　講義「“食べる”ということ」、「健康であるとい

　うこと」、「秋田の民俗芸能と英米文化の結婚－秋田弁

　のマザーグースとシェイクスピア劇をめぐって－」、

　「アスリートの食事戦略」、「朝食欠食の問題点」

●申込期限　11月22日（火）

◎申し込み・お問い合わせ

　　　北秋田市中央公民館　　　　　　　６２－１１３０

�

�

�

●日時　11月30日（水）　受付12：30～　

●場所　サンシャインあいかわ　受講料無料�

●内容　主題「地域農業が抱える課題と展望�

　　　　　　　　　　　～動きだそう北秋田農業～」�

　講演「農村は変わる～今、準備すべきこと」、「近

年のコメ事情とこれから望まれる稲作技術」、「高齢

者農業の可能性」　※各60分で質疑応答含む

●申込期限　11月18日（金）まで

◎申し込み・お問い合わせ

　　　北秋田市産業部農林課　　　　　　６２－６６３８�

　　　�

　女性に対する人権侵害が依然として発生しており、

大きな社会問題となっています。職場における男女差

別やセクシュアル・ハラスメント、夫やパートナーか

らの暴力、ストーカーなどの女性に対するあらゆる人

権侵害についての相談を受け付けています。�

　人権擁護委員及び法務局の職員が相談に応じ、女性

担当者も数多く配置されています。秘密は厳守します。

●相談日　11月20日（日）

●ホットライン　　０１８－８６２－６５０３

　特別な事情もなく国保税を滞納し、納付相談など

にも応じない場合は、未納期間に応じてペナルティ

があります。国保税の滞納は、国保加入者全員に迷

惑をかけ、国保財政を圧迫することになります。国

保税は納期内に納めましょう！

１．納期を過ぎると督促が行われます

　延滞金などを徴収される場合があります。速やか

　に納めましょう。

２．短期被保険者証が交付されます
　督促が行われたあとにも納めないでいると、通常

　の保険証の代わりに、有効期限の短い（3カ月）短

　期被保険者証が交付されます。　　�

　●短期被保険者証になると有効期限が短くなるの

　　で、頻繁に更新手続きと納税相談を行う必要が

　　あります。

３．資格証明書が交付されます
　納期限から1年が過ぎると、短期保険証を返還して

　もらい、代わりに資格証明書が交付されます。　

　●資格証明書とは国保加入者であることを証明す

　　るだけのものです。保険証のように受診券とは

　　ならないため、医療機関では医療費をいったん

　　全額自己負担することになります。

　　納期限から1年6カ月を過ぎると、国保の給付が

　　全部または一部差し止めになります。�

　※どうしても納付が難しい時にはいつでも相談を！

４．保険給付額から滞納分が差引かれます　

　給付が差し止められてもまだ納めないでいると、

　差し止められた保険給付額から滞納分が差引かれ

　ます。

特別な事情により、国保税の納付が困難な時には、

分割納付や猶予、減免が出来る場合があります。

滞納のままにせず、お早めに収納窓口にご相談くだ

さい。

◎お問い合わせ　納税相談は各支所収納担当まで�

　鷹巣支所　６２－１１１５　合川支所　７８－２１００

　森吉支所　７２－３１１１　阿仁支所　８２－２１１１


